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■よくあるご質問 

Q 名刺にロゴマークを使用することはできますか？ 

A 名刺にロゴマークを使用することは可能です。ロゴマークの使用に関しては、別途定めている『「健康経営

優良法人」ロゴマーク使用規約』を遵守ください。 

 

Q 今回発表された法人以外のグループ会社でもロゴマークを使用できますか？ 

A ロゴマークは、経済産業省や日本健康会議のHP等で掲載されている認定法人リストの「認定法人名」又は

「左記法人と共に認定された法人名」に名称が記載されている法人のみが使用できます。 

 なお、今後、大規模法人部門の対象となる法人において、グループ会社の名刺にロゴマークを記載すること

を希望される場合は、次年度に実施する予定の「健康経営度調査」の調査票にある「回答の範囲に含まれる

企業名」の欄に、ロゴマークを記載したい法人名をご記入下さい。 

 

Q ロゴマークはどのように使用できるのでしょうか？ 

A ロゴマークは、従業員、求職者、取引先企業等のステークホルダーに対し企業情報を紹介する目的に限り、

認定法人の企業・法人の広報活動（例えば、求人広告や自社の採用ホームページへの掲載等）に広くご使用

いただけます。ただし、認定法人が提供するサービスや製造・販売する製品の品質を保証しているように見

える掲載など、消費者や取引先に誤認を与える使用は認められません。 

 

Q ロゴマークの使用に申請は必要ですか？ 

A 認定法人であれば使用に申請は必要ありません。ただし、使用方法、使用範囲において明らかな誤使用を

行っている場合は、使用状況の聴取などを行った上でロゴマークの使用を控えていただく場合がありますので、

御留意ください。 

 

Q ロゴマークの使用期間はいつまでですか？ 

A 認定期間は認定時に付与されたロゴマークに記載されている西暦の年度に限ります。 

例）「健康経営優良法人 2050」のロゴマーク使用期限：2050年度末（2051年 3月 31日） 

 

Q 使用期限を迎えたロゴマークを印字した名刺を使用してもよいでしょうか？ 

A 既に印刷済みの名刺については無くなるまで使用することが可能です。ただし、使用期限前に大量に印刷し

保管する等の行為は行わないでください。 

 

Q ロゴマークの更新申請はできますか？ 

A ロゴマークの更新はできません。毎年認定を受けていただく必要があります。 

 

Q ロゴマークの電子ファイルについて、拡張子が ai形式のデータを開くにはどうしたらよいですか？  

A Adobe Illustrator等の画像編集ソフトで開くことができます。名刺への印刷等入稿の際などに活用くださ



い。 

 

Q 年度の記載のないロゴマークはありますか？ 

A 年度の記載のないロゴマークは使用できません。年度の削除などの改変も一切不可となります。 

 

以上 


